事前協議事項

以下の事項に該当する者は、関係省庁への事前協議が必要になり、事前協議が整った段階で、関係省庁への推薦が可能となる。

なお、推薦後に未協議の事実が判明した場合には、推薦取下げとなる。

＊過去に上申の取下げ、受章辞退を行ったことがある者
＊刑事･民事を問わず犯罪歴等を有する者
（公務員時代の戒告・減給等処分歴、公職選挙法違反、交通違反等、栄典を受章する上でふさわしくないと思われる行為及び議会解散、リコール歴を有する者すべてを含む） 

＊本人又は関係する法人等に係る訴訟が係争中である者

＊本人が経営する法人、責任者である団体等の収支状況が赤字あるいは倒産・廃業の事実がある者

＊評価対象となる団体の規模が小さい、あるいは先例があっても時期が古く、当時に比べ団体規模･活動状況が縮小したもの

＊その他、受章に関して地域の住民感情等、受章環境に問題のある者
上記に該当する場合は、今回の推薦の段階で下記により報告すること。

· 事実関係の概要（経緯、発生理由、顛末、処分内容、その後の状況）

· 新聞記事等事実関係のわかる関連資料

· 推薦団体（市町等）の推薦理由書

（推薦可能である事由説明、受章環境等、推薦に至る考え方を整理）

